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「人権擁護委員の日」をご存じですか。
　６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。
　全国人権擁護委員連合会では、毎年６月１日を「人権擁護委員の日」と定め、この日を中心と
して特設の人権相談所を開設するなど、一層の人権尊重思想の普及・高揚に努めることとしてお
ります。
　山都町には、山都町長から推薦されて、法務大臣から委嘱を受けた７名の人権擁護委員がい
ます。
　矢部地区 渡邊　加代子　　 蘇陽地区 　菅原　健二
  本田　松代　　  　井上　洋美
  井上　里己
　清和地区 上村　正則
  吉田　智美

　相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。

　　　　　　　問合せ先　　熊本県地方法務局人権擁護課　☎ 096-364-2145
　　　　　　　　　　　　　福祉課　人権センター　　　　☎ 72-2031

事例
　一人暮らしの父宅に「電話料金が安くなります。光回線にしませんか。」と大手電話会社を
名乗り、何度も電話があった。父は固定電話の料金が 1,000 円も安くなるならと思い承諾し
たと言うが、不安なので解約したい。
※光回線は、必ずインターネット契約が伴います。月額 5千円以上の利用料金が
発生する可能性があります。ご注意ください。契約については、基本として、
契約の書面を受け取った日から８日間は、利用者の都合により契約を解除でき
ます（初期契約解除制度）。

自分だけで判断せず、すぐに相談しましょう！！
　上益城 5町は、広域連携により、各町の垣根を越えた相談室を設置しています。月曜日から金
曜日まで、借金問題、商品・サービス、インターネット・クレジットの契約問題など、あらゆる
トラブルの解決に向けて、専門の相談員が無料で相談に応じています。（山都町の相談室には、平
成 29年度 57件のご相談がありました。）5町にお住まいの方は、遠慮なくどの町でも相談がで
きます。安心して豊かな生活を送れるように、専門の相談員が問題解決のお手伝いをします。

【上益城消費生活相談室】
　月曜日　益城町役場　☎ 096-286-3111　　　　木曜日　甲佐町役場　☎ 096-234-3223
　火曜日　御船町役場　☎ 096-282-1111　　　　金曜日　山都町役場　☎ 72-3133
　水曜日　嘉島町役場　☎ 096-237-1112　　　　※甲佐町と山都町は専用ダイヤル
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70歳以上の方の高額療養費制度の見直しについて（お知らせ）

あなたを守る消費生活相談室　高齢者の消費者トラブル例

　高額療養費制度の見直しにより、高額療養費の自己負担限度額が変更（網掛け部分）になりま
す（平成 30年８月施行）。
ア　現役並み所得者　外来療養に係る高額療養費の自己負担限度額を廃止したうえで、所得区

分を細分化し各区分の自己負担額が設けられます。
イ　一般所得者　外来療養に係る自己負担限度額について、現行の１４, ０００円から

１８, ０００円に引き上げられます。

区分 外来+入院（世帯）外来（個人）

課税所得６９０万円以上 ２５２, ６００円＋（医療費－８４２，０００円）×１％
※多数回該当の場合は１４０, １００円

課税所得３８０万円以上 １６７, ４００円＋（医療費－５５８，０００円）×１％
※多数回該当の場合は９３，０００円

課税所得１４５万円以上 ８０, １００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％
※多数回該当の場合は４４，４００円

一般 １８, ０００円
（年間１４．４万円上限）

５７, ６００円
<４４, ４００円>

低所得者Ⅱ（変更無し）
８, ０００円

２４, ６００円
低所得者Ⅰ（変更無し） １５, ０００円

問合せ先　国保年金係　☎ ７２－１２９５
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